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令和元年度 環境デュー・ディリジェンスに関する検討会 （第３回） 

議事録 

 

日 時：令和２年１月 16 日(木) 10：00～12：00 

会 場：経済産業省別館 第 301会議室 

出席者：粟野委員、上妻委員、後藤敏彦委員長、後藤文昭委員、 

立川委員、冨田委員、名取委員、柳田委員（五十音順） 

 

議 事： 

環境デュー・ディリジェンスに関する手引書（案）の検討 

 

（配布資料） 

 資料１ 令和元年度環境デュー・ディリジェンスに関する検討会 委員名簿 

資料２ 環境デュー・ディリジェンスに関する手引書（案） 

 

 開会 

＜議事・資料確認＞ 

○ 事務局 

本日はお忙しいところありがとうございます。定刻になりましたので、これより令

和元年度の第３回「環境デュー・ディリジェンスに関する検討会」を開催させていた

だきます。 

会議に先立ちまして、環境省 大臣官房 環境経済課 安田課長補佐より御挨拶を

お願い申し上げます。 

○ 環境省 

皆さま、大変お忙しいなか、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

委員の皆さまをはじめ、この短い期間で３回の検討会を開催し、手引書の案をまとめ

ていただきまして、ありがとうございます。本日も皆さまより多様な御意見をいただ

きまして、最終的な手引書の作成に向けて作業してまいりたいと思っています。こう

いった会議体での開催は、基本的には今回が最後というように思っております。本日

いただいた御意見をきちんと反映させていただいて、皆さまにメール等で御意見を

伺う機会を持ちたいと思います。ぜひ本日は活発な御意見をいただいて、仕上げに向

けた取りまとめにも御協力いただけると幸いです。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

○ 事務局 

それでは議事に入ります前に、配布資料の確認をさせていただきます。（議事次第

に沿って確認） それでは委員長、よろしくお願いいたします。 
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 議事 

＜資料説明＞ 

○ 委員長 

手引書（案）につきまして、完成していない点も多々ございます。先ほど、環境省

からもお話がありました通り、集まっての委員会は本日が最後という予定になって

おります。本日、いろいろといただく御意見が、必ずしもすべてここで解決がつかな

いまでも、必ず議事録と照合して、ひとつずつ対応していきたいと思います。御相談

しながら進めていきたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

○ 環境省 

それでは、資料２の手引書（案）について御説明させていただきます。本日、全体

を御確認いただきたいと思います。 

目次の１ページ目の第２章と第３章につきましては、前回記載していたものです。

こちらについて、論点が行ったり来たりというものがあるという御指摘がございま

したので、まとめ直しました。第２章「DDプロセスとは」のなかで、デュー・ディリ

ジェンスの概念の変遷と OECDのデュー・ディリジェンス・プロセスについて簡単に

説明をしたうえで、「（３）環境マネジメントシステムへのＤＤプロセスの適用」とし

て、環境マネジメントシステムとデュー・ディリジェンスのプロセスの関係を入れて

おります。第３章「DD プロセスの運用とその留意点」では、手引書のなかでのデュ

ー・ディリジェンス・プロセスの説明を入れております。 

第４章「バリューチェーンマネジメントへの DDプロセスの適用」と第５章「リス

クマネジメントとの関連づけ」が今回、追加して記載した項目です。第３章では個社

のデュー・ディリジェンスのプロセスの説明でしたが、第４章で子会社への適用や上

流・下流のバリューチェーンマネジメントを意識した記載をしております。第５章は、

デュー・ディリジェンスのプロセスとリスクマネジメントの関連を記載しておりま

す。 

第６章「重要な環境課題への DD プロセス適用」と第７章「参考」につきまして、

先ほど委員長からお話がありましたように、内容についてまだ深く入っていない点

もございます。第６章につきましては環境課題別にデュー・ディリジェンスを適用す

るにあたって、何か具体的に注意点があるのかといった視点のものを書きたいと思

っています。今回の手引書（案）から記載しておりますのは、環境報告ガイドライン

2018 年度版に挙げられている６つの「主な環境課題」についてデュー・ディリジェ

ンスのプロセスを適用する際に、何かレビューすべきことはないのかということを

「（１）課題別留意点」として記載していければと考えております。「（２）開示事例」

は、主に海外の事例になる可能性もございますが、記載していきたいと思っています。

第７章に関しましては、各国の規制動向や、デュー・ディリジェンスを実施する際に
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参考となるツール、あるいは環境課題のリスクをどのように特定するのかという点

に関して、参考になるツールなどを書ければと考えております。手引書のなかで参照

している文献などをここにまとめて記載していきたいと考えております。 

全体の体裁につきましては、文章が多くなっておりますので、全体が確定してから、

もう少し見やすい形にまとめていきたいと思っております。 

○ 委員長 

今の環境省からの全体構成の説明で特に問題なければ、各章の検討に入りたいと思

います。 

 

＜意見交換＞ 

○ 事務局 

まず第１章「本手引書の目的」につきまして、御質問や御意見がございましたらお

願いいたします。 

○ 立川委員 

ここには目的だけでなく、背景も入っているようなので、「本手引書の背景・目的」

としたほうが、読み手としては入っていきやすいと思います。 

○ 上妻委員 

背景は非常に重要だと思います。 

当初、この手引書をつくるにあたって、「細かい手順書にはしない」という考え方

で始めたと思います。それはなぜかというと、環境デュー・ディリジェンスのような

ものが日本で実務として普及するようになるには、あと３年から５年くらいはかか

ると思っていまして、今まだ実務としてないものを細かく書いてしまうと陳腐化し

てしまうからです。大事なことは、日本の産業社会に対して、環境デュー・ディリジ

ェンスが将来は必要になってくるということをきちんと啓発できるようなものでな

くてはならないということです。 

そのためには背景が大事なのですが、この手引書（案）には背景がほとんど入って

いないです。第１章の冒頭の記載ですが、OECD が言ったから環境デュー・ディリジ

ェンスが必要になったのではないですよね。OECD 多国籍企業行動指針にデュー・デ

ィリジェンスについて盛り込まれたのは、環境デュー・ディリジェンスが必要になっ

た結果であって、原因でありません。原因は、紛れもなく「国連のビジネスと人権に

関する指導原則」ですよ。人権指導原則がデュー・ディリジェンスという言葉を入れ

込んできたので、OECD が行動指針のなかにその文言を入れ込むと同時にガイダンス

をつくったという背景があるのです。人権指導原則は拘束力がないのですが、それを

採択した国は自発的にナショナルアクションプランをつくって対応しなければなら

なくて、ヨーロッパの各国、イギリスやフランスは NAPがすでにありますし、ドイツ

も準備を始めています。その流れのなかでデュー・ディリジェンスの規制が始まって

きているということをきちんと書いていかないと、なぜ必要なのかがわからないで
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すよね。ヨーロッパの会社が各国の国内法でデュー・ディリジェンスの規制を受ける

ようになれば、そのサプライチェーンに入る日本の会社は当然、ものすごく強い影響

を受けることになります。ある日、突然、その話がきたときに当惑しないように背景

をきちんと書いておかなければならないのに、この手引書（案）には全く書かれてい

ません。 

もうひとつ重要な点として、人権指導原則は人権デュー・ディリジェンスの問題だ

けしかなかったのですが、現在は拘束力のある国際条約化を目指して準備が進んで

いて、今の状況だと成立する可能性がものすごく高いのです。拘束力のある国際条約

をつくる段階になって初めて、環境デュー・ディリジェンスという言葉が入ってきま

した。その原因はどこにも書いていないのですが、私の知る限りでは、人為的に環境

保全に努めない結果、それが人権侵害につながるというロジックだと思います。例え

ば気候変動を人為的に引き起こすような二酸化炭素をたくさん放出しているといっ

たケースだと、結果として海面上昇のようなものがあったときに、それで国土を失う

島嶼国の人たちの生活に大きな影響を及ぼして、人権侵害につながる。それを避けな

ければならないという文脈で、国際条約の中で初めて環境デュー・ディリジェンスと

いう言葉が入ってきました。最近、各国の国内法に環境デュー・ディリジェンスとい

う言葉が入ってきたのは、それと連動しているのです。つまり人権デュー・ディリジ

ェンスが根本にあって、その派生として環境デュー・ディリジェンスが出てきている

という背景があるのに、環境デュー・ディリジェンスだけ切り離して「はい、やって

ください」と言っても誰もやらないのではないかという気がします。 

○ 委員長 

実は手引書（案）に「はじめに」という項目を書いていたのですが、ごちゃごち

ゃしているということで削除したという経緯があります。デュー・ディリジェンス

自体は英米法の古い概念から言葉としてありますが、国連の指導原則という背景か

ら書き起こすという形でよろしいということですね。 

○ 上妻委員 

今の各国の国内法は、アクションプランの派生で出てきているものですから、今

の状況から言うと国連の指導原則がスタートラインになってくると思います。 

○ 委員長 

わかりました。ナショナルアクションプランは日本でもこの６月に出るらしいの

で、やはり人権指導原則の影響を受けていますね。そこから背景を書き始めて、目

的をできるだけシンプルにしたいと思います。 

他にはいかがでしょうか。 

○ 粟野委員 

２ページの内容だけにとどまらないのですが、この手引書（案）は OECD多国籍企

業行動指針に依存しすぎている気がします。冒頭からいきなり「OECD多国籍行動指

針」とでると、中小企業は「もはや自分の問題ではない」と考えると思うのです。 
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○ 委員長 

以前の手引書（案）に比べると、OECDの記載は少なくなっているかと思うのです

が。OECDのものとは違う環境デュー・ディリジェンスだということを強調したつも

りです。 

○ 粟野委員 

実際に中身を見ていくと、OECD多国籍企業行動指針とそれに基づいてつくられた

ガイドラインをいかに合致させていくかという論理展開でずっと進んでいっている

わけです。第１章で「目的」と書いている割には、環境デュー・ディリジェンスと

新たに言われるようになっているチャレンジが何かということが浮かび上がってこ

ないというのが正直な印象です。 

○ 委員長 

OECDの人権デュー・ディリジェンスと環境デュー・ディリジェンスは違うという

ことをこの章で書いたつもりです。ベーシックなプロセスとして OECDのプロセスが

あるけれども、環境デュー・ディリジェンスは必ずしもそれではうまくいかないと

いう観点で書いてきたつもりですが、まだ不十分だということですか。 

○ 上妻委員 

ガイダンスは OECDしかないので、手順について触れれば OECDに触れざるを得な

いのですが、背景について書かれていないから今のような御意見が出るのだと思い

ます。 

もうひとつ申し上げたいのは、当初の目次案では冒頭のほうに各国の動向が書か

れていたと思います。それが、今回は第７章「参考」に移っているのですが、各国

の動向はものすごく重要だと思います。時系列的にどのような変化になっているの

かを見ないと、自分たちに影響があるのかどうかがわからなくなってしまいます。

各国の動向は参考資料ではなく、本文にあるべきだと思います。 

○ 委員長 

各国の動向が本文の真ん中にあると、法律解説書になってしまって、読んでもら

えなくなるのではないかと懸念しています。深く読み込もうとする人は、各国の動

向が参考文献にあっても必ず読むでしょう。法律が冒頭に出てくると一般の読者が

ギブアップする可能性があります。とにかく読みやすくするために、各国の動向を

参考文献に持っていこうと考えた次第です。 

○ 冨田委員 

法律に関して詳しい解説が冒頭に出てくる必要はないですが、背景説明としては

あるべきだと思います。 

特に違和感がある点としては、「環境デュー・ディリジェンスに関する手引書」と

表紙に書いてあって、２ページ目の３パラグラフに突然、「人権 DD」と「環境 DD」

と書いてあって、あたかも環境デュー・ディリジェンスが広く知れ渡った概念であ

るかのように登場してきているところです。これが一番の大きな問題点だと思いま

す。環境デュー・ディリジェンスという概念が十分に理解されていないからこその
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啓発書であるはずなのに、すでに理解されているかのように書かれている点に違和

感があります。 

それから、環境デュー・ディリジェンスの定義の説明らしきものがどこにもない

ので、何らかの形で冒頭に出てこないとわからないだろうと思います。以前も議論

になったかもしれませんが、土壌汚染に対する問題や、昔から言われていたいわゆ

る環境問題、木材関連のデュー・ディリジェンスの規則といったものは歴史もあり

ます。そういったものとの関係性が見えてこないと、デュー・ディリジェンスとい

う言葉だけが独り歩きして、わけのわからないことになってしまいます。それらと

環境デュー・ディリジェンスとの関係性をきちんと紐解いていく。むしろそれが説

明できれば十分なくらいだと思います。 

もうひとつは、２ページの 56行目に「汎用的な啓発書」と書いてあるのですが、

具体的な話が出てこないので、この手引書を使う企業の側からすると、「結局は何を

したらよいのかよくわからなかった」という印象がどうしても残ってしまうと思い

ます。手引書の中盤になってくるのかもしれませんが、事例といいますか、もう少

し実務に近い話を入れていかないとイメージとして捉えにくいのではないかと思い

ます。 

○ 委員長 

ありがとうございます。御指摘のあった点は、第６章と第７章でいかに充実させ

ていくかだと考えています。海外事例や、国内の企業にもヒアリングさせていただ

きますが、どこまで開示できるかもわかりません。調達ガイドラインのようなもの

としては、デュー・ディリジェンスとしては製紙業界のものがありますし、グロー

バル・コンパクトでつくっているものもありますので、そういったものも参考にし

たいと思っています。先ほど上妻委員もおっしゃったように、デュー・ディリジェ

ンスのプロセスはつくった瞬間に陳腐化します。製紙業界でも策定から３年たった

ということで、これから改訂するという話が出てきています。やはり具体的なプロ

グラムはなかなか載せられないので、どのような参考例が載せられるかというとこ

ろだと思います。 

○ 冨田委員 

個別事例もさることながら、例えば環境マネジメントシステムとの関係性で、具

体的にどのように ISO14001のプロセスに入れ込むかということが出てこないと、結

局は何だかよくわからないまま、「自分たちには関係ない」と思われてしまって、何

も変わらない状況になってしまうのではないかと思います。現在の手引書（案）で

は比較だけはされているようですが、具体性がないがゆえに実務としてはかなり困

るだろうという気がします。 

○ 委員長 

立川委員、現在の ISO14001はリスクベースですか。 

○ 立川委員 

やろうとはしています。 
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○ 委員長 

そうですよね。そこと結び付ければ、リスクマネジメントと結び付いて、

ISO14001とリスクベースで結び付けられると。そのように心掛けておきます。 

○ 上妻委員 

私は、それは非常によくない方向性だと思います。 

非常にわかりにくいのは、今まで環境マネジメントをやっているのに、なぜ環境

デュー・ディリジェンスをやらなければいけないのかという素朴な感想だと思うの

です。ふたつの違いがわからなければならないのですが、それは歴史的な経緯や背

景を見ないとわからないのです。 

具体的な事例がないとの御指摘もありましたが、それは存在していないのです。

フランスが 2017年につくった法律が、ようやく報告書が出てくる頃です。そうする

と、一体どのようなものがデュー・ディリジェンスのプロセスで実施されたのかと

いうものが書かれているケースがあるかもしれない。ドイツはまだ法律にもなって

いませんから、実務も存在していません。 

だから書きにくいのですが、大事なことは、先ほども言ったように、「環境マネジ

メントは何が足りないのか」がわかればいいのだということです。それは、「デュ

ー・ディリジェンスの抗弁」にものすごく関係があるのです。環境マネジメントは

事業活動の環境に対する影響を軽減・防止するために企業が自発的に行う活動です

が、デュー・ディリジェンスとは不法行為をなくすためのものなのです。気候変動

の結果、他国の国土が減っていってしまったことが広い意味での不法行為であっ

て、そのような不法行為をなくそうということなので、目的がものすごく重要だと

思います。つまり、環境マネジメントのように自発的に自分たちで決めてやってい

くのではなく、デュー・ディリジェンスをする一定の目的があって、その目的を達

成するために必要な手続きを全て踏んだかどうか。それが、過失責任が免責になる

条件として、デュー・ディリジェンスの文脈のなかにあるのだと思います。だか

ら、目的が何なのかということがものすごく重要になってきます。具体的な事例を

出すよりも、目的とはどのようなものがあるのかということを列挙して、開示事例

を見せていくほうがわかりやすくなると思います。 

○ 委員長 

語弊を恐れずに言えば、環境マネジメントシステムの統合のところで、「従来の環

境マネジメントシステムのままではデュー・ディリジェンスにはなりません」「こう

いう入れ方をすれば統合できる」と入れるということでしょうか。 

○ 上妻委員 

デュー・ディリジェンスのツールは環境マネジメントシステムですよ。 

○ 委員長 

それは理解しています。「従来の」環境マネジメントシステムではデュー・ディリ

ジェンスにはならないということを明確に言わなければわからないということです

ね。 
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○ 冨田委員 

「事例」と申し上げたのは、具体的な実施事例というよりは、まさしく上妻委員

がおっしゃったような「海面上昇するとこういう事態が起こる」といったことに関

して考えなければならないと。そのようなことを書いてほしいということです。想

定されるリスク、潜在的なリスクはどのようなものがあるのかということを書かな

いままにリスクという言葉が並ぶので、具体感がなく、何を評価すればよいのかわ

からないのです。 

環境マネジメントシステムに関しては、ISO14001では足りないのか、そこの関係

性を明確にしてほしいのです。ISO14001をうまく使うとデュー・ディリジェンスが

かなりできるようになるのか、全然足りなくて他のことをやらなければならないの

かが、読んでいてよくわからないと感じるところだと思います。 

○ 委員長 

ISO14001をうまく使えばできるという論調にしたいと考えています。しかし、従

来のパターンではなくて、もう少しリスクベースかつ注意レベルが違うというよう

な書き方になると思います。 

○ 上妻委員 

今の委員長のおっしゃった内容で私はよいと思います。 

環境マネジメントシステムはツールです。ですが、有効性評価の問題であると

か、リスク評価をするための目的をどのように定めるのかということをきちんと入

れ込んでいって、リスクマネジメントと結び付けていかないとデュー・ディリジェ

ンスにはならないですよね。その辺のことがわかればよいわけで、環境マネジメン

トは十分、足りていると私は思います。 

○ 委員長 

書き方は難しいと思うのですが、曖昧に書かずに、極論すれば従来の形ではな

く、よりリスクベースで、なおかつ注意レベルが年々違っていて、ツールとしては

ISO14001を使うことは十分可能で有効だという言い方になろうかと思います。 

○ 柳田委員 

私もマネジメントは ISO14001で十分できるのではないかと思います。 

別の話になりますが、最初に上妻委員が背景と目的の話をされていたところと関

連して、文言として残ってしまうとよくないと思う箇所を指摘しておきます。２ペ

ージ目の 45行目付近に「中小企業の場合」で「欧州企業のサプライチェーンに組み

込まれていれば」「得意先から環境 DDに関する情報提供を求められれば」といった

表現はかなり限定しすぎだと思います。 

本来の意味で企業がデュー・ディリジェンスをやるとはどういうことかを記述し

ないと、実務でつまずくことになってしまうと思います。あるいは中小企業の方が

この文章を読んだらあまりに自律的ではなく、失礼に感じるのではないかという気

がします。ここの箇所はもう少し工夫されて書いていただきたいと思います。 
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○ 委員長 

上妻委員がおっしゃった「デュー・ディリジェンスの抗弁」のところの、要する

に自己防衛だという論調のほうがよいということですね。 

○ 柳田委員 

前回の検討会でも議論になりましたが、結局は環境デュー・ディリジェンスを経

営のところにまでもっていくわけですよね。そうすると、「自己防衛」という表現が

適切かどうかわかりませんが、企業価値とか企業の存続性というレベルで環境デュ

ー・ディリジェンスが重要だと経営者が理解できる表現にしていただきたいと思い

ます。 

○ 粟野委員 

デュー・ディリジェンスが求められるようになったのは、「従来のように自社の範

囲内だけをきれいにしておけばよいということではなくなったから」という背景の

部分が手引書（案）に記載されていないから、非常に矮小化していっている気がし

ます。問題はもはや、OECDのガイダンスや国連の人権指導原則を超えているので

す。通常はサプライチェーンと言われますがここではバリューチェーンに統一した

ほうがよいと思いますが、自社の範囲内で個社がきれいにやっていれば、和として

みたときに世の中がうまくいっているのかといえば、そうではありません。自社の

範囲内だけをきれいにしているのでは駄目だということが世界の共通の課題認識に

なってきています。だから、「どのような規模の企業であっても、自社がきれいかど

うかで満足しているだけでは、もはや社会的ライセンスが与えられないのだ」とい

うことを、きちんと書かなければならないと思います。社会的ライセンスのことは

この手引書（案）の後段にも書いてありますが、わりと矮小化されています。上妻

委員がおっしゃっている国際条約の流れということもあると思いますが、それをさ

らに超えたところに課題があります。「気候変動の問題が象徴するように、一社一社

がきれいに頑張っても世の中の問題は解決しないから、意識としては自社を超えた

ところを一緒に見るようにしましょう」となっているのだとしっかりと伝えるべき

だと思います。 

○ 委員長 

御指摘の内容はわかるのですが、書き方が難しいですね。 

○ 上妻委員 

目的のところが国際的にどのように考えられているのかを書くとわかってくると

思います。ドイツのドラフトを見るとよくわかりますが、環境デュー・ディリジェ

ンスの目的とは、「自分の国の法律と操業している外国の法律を守ること」だと言っ

ています。そこには国際的な合意も含まれて、それ以外にも最新の国際動向が含ま

れると言っているのです。粟野委員がおっしゃったように、法律の議論だけではな

くて、企業責任として一体どこまでやれば許されるのかという範囲を自ら定める。

その範囲がかなり広くて、「気候変動であればここまで目配りしなければならない」

「水の問題であればここまでやらないと責任ある企業とは言えない」といったよう
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なことまで書いていくと、段々とわかってくるのではないかと思います。そこのと

ころを注力しながらやって、デュー・ディリジェンスだけでなく環境マネジメント

の目的のなかにもきちんと書き込んでいるという事例があれば、役に立つのではな

いかと思います。 

○ 委員長 

御意見として伺います。次に冨田委員、どうぞ。 

○ 冨田委員 

２ページ 45行目付近の中小企業のところは「やらされ感」のような記述になって

いますが、企業のサイズに応じて環境影響が大きくなったり小さくなったりするの

では必ずしもないわけです。中小企業も非常にネガティブな環境影響を及ぼすこと

もあるといった視点を入れていかないと違和感があると思います。 

○ 委員長 

メッキ工場が浸水してしまって、周囲に大きな影響を与えたという事例もありま

すね。 

これまでの御意見をふまえて、目的と背景のところをもう少し書き直しをしたい

と思います。 

第２章「（１）DD概念の変遷」のあたりはいかがでしょうか。ここでは、規範から

履行手段、プロセスになってきたということを解説してあります。冒頭に法律の細

かい解説を入れると読むのが頓挫してしまうのではないかという意見もありまし

て、後段の参考文献に移しているものもあります。「背景」のなかにこういった法律

を入れたほうがよいといった御意見はありますか。 

○ 上妻委員 

全体に、流れのところに簡単な要約だけ書けばいかがですか。それで、「詳しくは

後段を見てください」といったことではいかがでしょう。 

○ 委員長 

わかりました。 

○ 冨田委員 

昔から言われている環境デュー・ディリジェンスという言葉を知っている人のほ

うが圧倒的に多いと思います。それとの違いがはっきりと出てこないとよくわから

ないまま進んでいくのではないかと思います。違うなら違うと早い段階で出てきた

方がよいのではないかと思います。 

○ 委員長 

「目的」の中に入れ込むということですか。 

○ 冨田委員 

一般に、デュー・ディリジェンスという言葉を聞いたときに、企業買収のときの

デュー・ディリジェンスや、昔から言われている環境デュー・ディリジェンスを想

像する人が比較的、多いと思います。それとの違いがきちんと説明されないと、同

じことを言っているのか、違うことを言っているのかがいつまでたってもわからな
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いのです。そのあたりをこの第２章「（１）DD概念の変遷」のなかで、きちんと説明

をしていったほうがよいと思います。 

○ 粟野委員 

デュー・ディリジェンスとは呼ばれていなかったけれども、実際には今ここで語

ろうとしていることが前から存在していたということもあるわけです。先ほど木材

の話がありましたが、「企業向けに調達方針をつくるときにはこういうところをチェ

ックしなさい」というチェックリストはあるわけです。それは完全にデュー・ディ

リジェンスです。ということは、「存在はしていたけれども、概念としてはひとくく

りに整理されていなかった」ということです。企業によってはすでに部分的には実

施しているけれども、さらにその範疇が広がってきているということを、第２章

「（１）DD概念の変遷」のなかに位置づけるべきだと思います。単に今まで環境デュ

ー・ディリジェンスとして語られていたものとの違いだけではなく、語られてはい

なかったけれども実はそうだったというものも入れるということにしておかない

と、全く新しいものが登場してきたと思われかねないと思います。「『実は存在して

いた。それをもっとシステム的にやっていこう』というものが今回のデュー・ディ

リジェンスの手引きです」と位置づけをはっきりしたほうがよいと思います。 

○ 委員長 

なかなか難しいですね。グリーン購買も CSR調達もデュー・ディリジェンスの一

部になりますね。それと手引書でいう環境デュー・ディリジェンスが同じだと理解

されるとまた違うということになります。従来のものとの違いをこの変遷のなかで

どのように書くかということですね。部分的には重なっているのですが、それだけ

では不十分ということですね。 

○ 立川委員 

CSRの取り組みと共通している部分が多々、あると思います。円で重なっている部

分と、はみ出ている部分とをおおまかで構わないので表現して、自分たちに何が関

連していて何が足りないのかを読み手が判断できるものがあったほうがよいと思い

ます。 

デュー・ディリジェンスの概念整理ということで、どこがどのように読み手に関

連してくるのかがわかりにくいと思います。強調する部分は下線を引くといった工

夫をしたほうがよいと思います。 

○ 上妻委員 

４ページ目の図は、デュー・ディリジェンスという言葉の持っている意味の変遷

を語っています。今、御指摘のあったところを肉付けしていけばよいのではないで

しょうか。 

「CSR調達はデュー・ディリジェンスである」と考える人もいるのでしょうが、デ

ュー・ディリジェンスとは先ほども申し上げたように、広い意味での不法行為を企

業が起こさないためにするものです。そのために「何を守らなければならないか」

「どこまで調査しなければならないか」ということにものすごくフォーカスされる
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わけです。CSR調達にそこまでの考え方があるのかと言えば、そうではないと思いま

す。 

○ 委員長 

立川委員がおっしゃったように、例えば円が２つで、重なっている部分とそうで

ない部分があるというような図が描けるかということだと思っています。 

○ 冨田委員 

「CSR調達がデュー・ディリジェンスかそうでないか」という議論は、先ほどの

「ISO14001がデュー・ディリジェンスなのか」と同じような話で、デュー・ディリ

ジェンスに全くなっていない CSR調達がいくらでも存在していますし、真っ当なも

のもあると思います。簡単に切り分けるのは難しいと思います。「こういう要素が入

っていないと、CSR調達はデュー・ディリジェンスになりません」ということをきち

んと書いていかなければなりません。「CSR調達はデュー・ディリジェンスの一環で

す」と言い切ってしまうのは、非常に危険で、ミスリーディングになると思いま

す。 

○ 委員長 

従来型の CSR調達と言ってもきちんとやっているところもあるわけで、非常に難

しいですね。 

○ 立川委員 

「CSR調達は何か」と言ったときに、定義が非常にブレます。デュー・ディリジェ

ンスと言ったときに、いろいろなものを想起する人がいます。手引書として、どの

ように前提を置くかということを明らかにしておく必要があると思います。定義と

して「これが正解」というのはかなり難しいと思います。例えば、社会的要請とい

うのか、自分たちでアクションを起こすのか、つまり自主性の問題なのか。手引書

としての整理、定義、前提というものを何らかの形で明確にしておく必要があると

思います。 

○ 委員長 

大変難しいですね。そもそも全てが曖昧ななかで、しかも基準は時々刻々と変わ

っていくわけですから。 

○ 上妻委員 

再三、申し上げていますが、要するに、「守るべき目標、目的をきちんと自分で決

めて、それを守るための手続きとしてデュー・ディリジェンスのプロセスがあるの

だ」という考え方でやるのだということになれば、目的そのものがデュー・ディリ

ジェンスかそうでないかを分けるものだと思うのです。そのデュー・ディリジェン

スは法律だけではなくて、もっと広いものを含むようになってきています。「目的を

きちんと遵守するためにデュー・ディリジェンスのプロセスを適用すること」がデ

ュー・ディリジェンスだと決めてしまえば、それほど難しいことではないと思いま

す。 

気候変動であれば、今の企業が守るべきさまざまな目的、法令、国際的な合意の
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ようなもの、TCFDも含まれるかもしれませんが、そういったものが目的としてきち

んと明記されていて、それを守るために一定の必要な手続きがなされていて、妥当

な結果を生んでいるのであれば、それはデュー・ディリジェンスであると言うしか

ないのではないですか。 

○ 委員長 

御意見はわかっているのですが、どこにどのように盛り込むのかが難しいと思っ

ています。 

○ 上妻委員 

デュー・ディリジェンスの概念のところに書き込むのはいかがですか。 

ドイツで初めて、法律で環境デュー・ディリジェンスという言葉が使われたので

す。今まで法律で使われたことはなかったのです。おそらく、環境デュー・ディリ

ジェンスという言葉が市民権を持って歩き出しているということだと思います。そ

のような経緯が段々とわかってくると、何をしなければならないのかがわかってき

ます。「今までやっていた環境マネジメントのようなものでも、自分なりに責任を取

れる範囲をきちんと決めて、それをデュー・ディリジェンスのプロセスと呼ばれる

ものを適用しながらやっていくことがデュー・ディリジェンスなのだ」ということ

になれば、手引書で対応しようとしても難しくはないと思います。 

○ 名取委員 

企業側として見ていくと、例えば「環境デュー・ディリジェンスとは何か」とい

うことや、概要などは手引書の冒頭で大まかにでも説明していただいて、その背景

や、なぜそれをしなければならないのか、企業にどういうものが求められているの

かという細かい内容を次のところから進めていく形がわかりやすいと思います。単

純に最初は要約のような形でまとめていただいて、その背景的なものを後ろに載せ

ていくというやり方のほうが、実務の担当者という観点で考えるととてもわかりや

すいと思います。 

法律や規制の話というものは、企業としては重く受け止める部分が多々、ありま

す。各国の本気度などが見えるところもあるので、できればそういった背景も入れ

ていただいたうえで、どのように環境デュー・ディリジェンスを進めていくべきか

という流れに移っていく形にしていただくと、とてもわかりやすいと思います。 

○ 委員長 

貴重な御意見をありがとうございます。 

人権デュー・ディリジェンスが国際法化するという流れが、思いのほか早く動き

出したという印象を持っています。３年くらい前は、グローバルガバナンスアプロ

ーチといって、どちらかというと自主的にやるというアプローチでいくべきだとい

う風潮が強かったという記憶があります。ジュネーブの人権フォーラムあたりから

国際法化するというのが出てきて、このところ急速に強化されています。おそらく

そのトレンドは変わらないだろうと思っています。 

皆さまがおっしゃっていることをどのようにして日本の企業の方が理解できるよ



 

14 

 

うにわかりやすく伝えていくかが課題ですね。現時点で OECDのプロセスが基本にな

ると考えています。それを書いて、環境に適用する場合には少し違いがあるのだと

いうことをもう少し強調したいと思います。OECDのガイダンスの記載は省略するつ

もりなので、もう少しここが足りない、これは不要だという御意見があれば言って

いただければと思います。 

９ページ 186行目あたりから「（３）環境マネジメントシステムへの DDプロセス

の適用」に入ります。ここは「環境マネジメントシステム」と表現したほうがいい

でしょうか。それとも、「環境へのデュー・ディリジェンスのプロセスの適用」と言

って、マネジメントシステムの活用はこの次に持ってくるのはいかがでしょうか。

ここは突然、「環境マネジメントシステムのデュー・ディリジェンス・プロセスの適

用」となってしまっています。環境への適用であって、人権とは異なるということ

を書いて、その後にマネジメントシステムの活用として、従来のものではなくて、

リスクマネジメントで注意レベルが違うといったことをしっかり入れるという形で

いかがでしょうか。 

○ 柳田委員 

今の環境マネジメントシステムのところは、工場単位でやっているところもあり

ますよね。そのような場合は、手引書（案）の内容にそぐわないような気がしま

す。ISOを全社で統一して運用しているところがあります。そのようなところはでき

ると思うのですが、個々の工場でやっているところは大変だと感じています。 

○ 委員長 

少し複雑なのは、今の ISO14001はサプライチェーンも入っていますよね。各社、

統合でやっていても、サプライチェーンは別の形で管理しています。ISO14001はツ

ールですから、それをデュー・ディリジェンスと合わせるということはできるので

はないでしょうか。 

○ 柳田委員 

考え方、コンセプトとしてはできると思うのですが、実務にのせられるかどうか

は違うように感じます。 

○ 委員長 

従来やっている工場単位のものでは、相当程度不十分だということですよね。し

たがって、そのあたりをどのような書き方にするか検討する必要があります。 

○ 柳田委員 

先程の調達も全く同じですよね。調達部門だけで完結しているとすると、この話

と同じようなことですよね。 

○ 委員長 

「CSRのチェックシートをやっていればいい」ということになってしまうわけです

ね。 

ほかに何かございますか。 
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○ 粟野委員 

８ページのところでひとつあります。実務に本当に関わってくるので、しっかりと

書き込んだ方が良いと思っています。181 行目からステークホルダー・エンゲージ

メントのことが書いてあるのですが、OECDの世界におけるステークホルダーの考え

方を日本企業が本当に理解しているのか、私は疑問を持っています。CSR 報告書や

サステナビリティ報告書で、ステークホルダーと書いてある構図のなかに、NGO と

書いていない企業が数多くあるわけですよ。しかし、環境デュー・ディリジェンス

の一番の情報源は NGOなのです。日本企業が考えるステークホルダーは、株主、社

員、お客様。そこからデュー・ディリジェンスの情報はあがってきません。その点

が理解されなければ、ステークホルダー・エンゲージメントで情報があがってくる

と思われても、あがってきません。 

○ 上妻委員 

今の関連で申し上げますと、書くのが非常に難しいです。なぜかというと、NGOと

のエンゲージメントをしないと問題が解決されないのは、ほとんどが人権だからで

す。人権の場合には、NGOがいなければ完全に上手く動きません。環境の場合には、

環境マネジメントシステムとサプライチェーンマネジメントシステムでかなりの部

分まで対応できると思うのですが、人権デュー・ディリジェンスの話を排除してし

まうと、わからなくなります。つまり、人権デュー・ディリジェンスとの関連のな

かで環境デュー・ディリジェンスが出てきているということを度外視して、環境だ

けを抜き出すそうとするとそのようなわかりにくさが出てくるのだと思います。ス

テークホルダー・エンゲージメントの中身まで詳しく書くということになると、そ

れは、この手引書の役割なのかということも考えてしまいます。 

○ 委員長 

冒頭で上妻委員がおっしゃった今回の環境デュー・ディリジェンスが国連の人権

指導原則の流れから来ているという前提に立つと、人権デュー・ディリジェンスか

ら来ているという切り口で書くことになります。そのうえで、環境に関するデュ

ー・ディリジェンスが人権デュー・ディリジェンスと何が違うのかを書くというこ

とになると思います。 

○ 粟野委員 

例えば、フォルクスワーゲンのディーゼルゲートが発覚したのは、NGOの調査で

す。したがって、環境の世界でも、NGOの指摘は重要ですが、環境課題は人権のよう

にピンポイントでは解決できないので、環境 NGOで解決できるのかと言ったらでき

ないのは事実です。しかし、デュー・ディリジェンスで前半の部分は、NGOがほとん

どの情報を持っているので、私は人権と環境とは大差はないと思っています。 

○ 上妻委員 

入手できる情報のなかで最も多いのが人権の話だということです。人権は、わか

りやすいですよね。ディーゼルゲートの話が環境デュー・ディリジェンスに関して

適切であるかということはわかりませんが、もちろん、粟野委員のおっしゃるよう
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に環境デュー・ディリジェンスの例がないわけではないと思います。しかし、最も

わかりやすく、最も多くの事例があって、入手しやすいのが人権です。地域にいる

人たちや、サプライチェーンの会社の従業員、NGOなどが決定的なステークホルダー

になっていることを知るためには、人権の事例を見るのが一番わかりやすいと思い

ます。ですが、あまり人権デュー・ディリジェンスに走ってしまうと、このガイダ

ンス文書の趣旨から少し外れてしまいます。例えば、資料のところに書き込むか、

もしくは、環境報告ガイドラインにはステークホルダー・エンゲージメントの詳細

解説が書かれるはずなので、その詳細解説のなかにそのようなことも含めて書いて

もらうという形で連動するようにしたほうがよいのではないかと思います。 

○ 委員長 

ステークホルダーの概念が日本は違うということを手引書で書いても仕方ないの

ではないかと思っています。後段の留意点の方で、NGOが関わっているのは欧州だけ

ではないですよね。 

○ 粟野委員 

８ページに書かなければならないわけではなくて、もっと後段の「実際にどのよ

うに実施していくのか」というところで、世界でどのように情報収集が行われてい

るのかというところを事例で書いてもよいと思います。 

○ 上妻委員 

だとしたら、第６章「重要な環境課題への DDプロセス適用」で書いたらどうでし

ょうか。 

○ 粟野委員 

今の手引書（案）の状況だとそこが書き込まれていないことと、重要性があまり

浮き上がって来ないことが問題だと思っています。ここが、私は、デュー・ディリ

ジェンスの肝だと思っています。情報を集めなかったら価値を判断できないので情

報収集が肝だということと、そのリソースをどこに取っていくのかということが、

非常に重要な部分だと私は思います。 

○ 上妻委員 

ヨーロッパは NGOがものすごく強く、情報の収集能力もリソースも多くあって、

発信もものすごくしています。そういうものが日本の中では、少し弱い気がしま

す。日本の企業の人たちが考える NGOの現状と、ヨーロッパの状況とは違うという

ことをよくご理解いただいたほうがよいと思います。 

○ 委員長 

それはわかっているつもりで、先程から悩んでいるわけです。 

○ 粟野委員 

日本の NGOが弱いと思われているのは、情報を意図的に発信していないからで

す。日本企業のメンタリティを考えて、One to Oneでやっているからです。確か

に、世の中には広まっていないかもしれませんが、日本人のメンタリティに合わせ

て公表しないことが結構あるので、弱いとは断言できないし、やっている部分はあ
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ります。 

○ 上 

○ 委員長 

事務局からもヒアリングはさせていただきます。いくつかの会社は、実は、私の

方からも紹介してヒアリングさせていただくことにはなっているのですが、ヒアリ

ングの結果がどこまで書けるのかは、日本人のメンタリティから見て、なかなか書

けないとは思っています。 

○ 冨田委員 

今の話では、必ずしも日本の NGOが発信しなくてもいいと思います。海外の NGO

も十分な情報源になり得るので、あまりそこを否定する話ではないと思います。こ

この粟野委員が指摘された８ページの最後のパラグラフに関しては、「DDプロセスの

運用には情報収集は不可欠です」と書いてあるのにもかかわらず、説明の丁寧さに

欠けると思います。NGOも出てくるかもしれませんが、「情報源としてはこのような

ものがあります」といったことを書いてあげれば便利だと感じます。 

○ 委員長 

最近、報告書を読んでいると、レインフォレストに関する認証なども、昔と変わ

り、食品会社も取得するようになってきていますね。その点もひとつの情報源とな

るのですかね。 

○ 上妻委員 

19ページにステークホルダー・エンゲージメントの記載があるので、ここに書い

てはいかがでしょうか。皆さんがおっしゃるようなことを含めて、少し量を増やし

て、詳しく書いたら良いのではないでしょうか。それで足りると思います。 

○ 委員長 

わかりました。ただ、先ほどの CSR調達の話で、もう少しデュー・ディリジェン

スとの違いを明確にしないと「やっているからいいでしょう」という話になってし

まうのではないですか。 

○ 上妻委員 

いえ、ステークホルダー・エンゲージメントのところです。 

○ 粟野委員 

そもそも情報収集とエンゲージメントは別物です。そこが混然としてしまうと、

「ステークホルダーダイアログをやりました。そこで、情報をいただきました。そ

れが、ステークホルダー・エンゲージメントを通じた情報収集です」と思われてし

まいます。情報収集というのは、informationではなくて intelligenceなので、デ

ュー・ディリジェンスとして本当にやるのであれば、そのようなレベルのことでは

できないですよね。情報収集の仕方を NGOが提供することもあるわけですよ。例え

ば、木材調達方針の作成におけるチェックリストというのは、やり方を提供してい

る場合もあるわけです。Intelligenceそのものを提供している場合もありますし、

intelligenceの集め方を提供している場合もあるわけで、単なるステークホルダ
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ー・エンゲージメントではないのです。 

○ 上妻委員 

私は、それに違和感があります。NGOのところに行って情報収集することも、エン

ゲージメントという手法だと思います。それから、日本の企業がやっているような

ステークホルダー・エンゲージメントのイメージが強すぎて、本来の意味とは外れ

てしまうというのであれば、それこそ非常に大きな問題だと思います。手法自体が

私はエンゲージメントだと思うので、書き方の違いはどうであれ、そういうことが

明確になるように書ければいいだけであって、NGOが排除される必要もありません

し、事例を見せていくことが、情報収集やエンゲージメントの考え方に非常に重要

になってくると思います。 

○ 後藤（文）委員 

今の議論を聞いていて、確かにデュー・ディリジェンスの定義や環境デュー・デ

ィリジェンスの定義などが明確ではないなかで議論をしているので、いろいろな意

見が出てきているというところがあると思います。デュー・ディリジェンス自体は

重要なのですが、あくまでもプロセスだとわかった上で議論をするのが必要だと思

います。 

確かに、CSR調達では十分ではないけれどもそこから得られるものもあるし、ステ

ークホルダー・エンゲージメントで全部は満たされないものの十分な部分もあるの

で、それぞれの手法のよいところを集めてきて並べるというのが、ひとつの手だと

思います。そのような形でまとめていただければ、今までやってきたことが否定さ

れるわけでもありませんし、「こういう形で変えていけばよいのだ」「ステークホル

ダー・エンゲージメントからも情報を得られるのだから、相手として NGOともやっ

た方がいいのだ」ということがわかってくると思います。 

デュー・ディリジェンスは、目的として非常に崇高なものが求められています。

その行為だけではなくて、モラルなども求められているため、行きつくところが難

しく、手順も難しくなるのだろうと思います。今の議論として、欠けているところ

を突いてしまうと駄目なように思えるのですが、「今あるものを上手く使っていこ

う」ということをひとつの方向性と考えていただければよいと思います。 

○ 委員長 

柳田委員や名取委員のところでは、デュー・ディリジェンスを実験的にサプライ

チェーンや海外工場に対して行ったことはありますか。その時の留意点を入れ込む

としたら、どんなことがありますか。 

○ 柳田委員 

一番判りやすいのは、やはり先ほどの CSR調達の関連です。「それは、調達部門が

やっていることでしょう」という話になってしまうのです。先ほど工場の話を出し

たのも、「あそこの工場は上手く運営している」という、部門や工場に限定した話に

なってしまいがちで、本来はそれでは済まない、完結しない話です。デュー・ディ

リジェンスを「事業をする上で必要不可欠なものです」というところまで引き上げ



 

19 

 

てきて、基本的な経営の判断のプロセスにしっかり入れていくというところが、私

は一番重要だと思っています。その視点の変化が出てきた時に企業としての立ち位

置が客観的に問われ、手法として、先程の粟野委員がおっしゃったように NGOから

聞かないとわからないようなことが出てくるのだと思います。 

○ 委員長 

名取委員はいかがですか。 

○ 名取委員 

私たちのところでは、サプライヤーでいうと約 8,000社と非常に多く、例えば紛

争鉱物で言えば、ある項目をもとに調査を実施して、その結果をふまえて重点的に

みるべきサプライヤーを判断していく形になります。その重要なところを訪問して

実際に現場を見に行き、今の管理状況を確認する、というように細かく見ていく方

向性で進めている状況です。環境デュー・ディリジェンスという観点でも同じよう

な形で項目を挙げるにあたって、何が適しているのかについては、NGOも含めたステ

ークホルダーの皆さまから情報を得た上で項目出しをして、線引きをするという手

法を使っていると思います。そういうことをしないと、おそらく時間だけがかかっ

てしまって、効率的な判断ができなくなると思います。 

○ 委員長 

少し質問を変えます。私は、本当のグローバル大企業は自分のところでデュー・

ディリジェンスができているからいいだろうと思っていて、その次くらいのグロー

バル企業には大変参考になるものにしようかということを考えているのですが、グ

ローバル大企業といえども、まだデュー・ディリジェンスはそれほど進んでいない

という観点でよろしいでしょうか。 

○ 名取委員 

環境デュー・ディリジェンスとして、例えば、気候変動などで言えば、お取引先

に対しても「目標を持って進めてください」という伝え方をしています。結果的に

各社、原単位なのか、総量なのかという差はありますが、最終的に下げていくとい

う取り組みを進めて頂いております。それらの取り組みを考えると、何らかの形で

対応はしていると考えています。 

○ 委員長 

わかりました。冨田委員、お願いします。 

○ 冨田委員 

19ページの「CSR調達」についてひとつコメントをしたいのですが、ここで CSR

調達という言葉が出てくるのは、非常に違和感があります。そもそも 17ページから

19ページにかけて、「①ビジネスモデルの把握」「②バリューチェーンの把握」「③ス

テークホルダー・エンゲージメント」「④CSR調達」と書いてあるのですが、ここは

リスクの特定の話をしているところです。CSR調達は、リスク特定のための話ではな

くて、ある意味でデュー・ディリジェンス・プロセス全部を包含しているので、こ

こに CSR調達と書いてしまうのがおかしいのではないかと思います。 
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その前の「③ステークホルダー・エンゲージメント」は、サプライヤーもステー

クホルダーの一部だと考えれば、そこにいわゆる CSR調達が入っていると言えます

し、「②バリューチェーンの把握」と書いてあって、ここでは漠然としたマッピング

の話しかしていないのですが、バリューチェーンをより正確に把握するという観点

から、サプライチェーンのより現場レベルの状況の把握だとも言えると思います。

したがって、このようなことをやりたいのであれば、「より現場の状況の把握」とい

った言葉にしていただきたいと思います。「CSR調達」という言葉を使ってしまう

と、非常にミスリーディングではないかと思います。もしくは、ステークホルダ

ー・エンゲージメントのなかにサプライヤーやビジネスパートナーとのエンゲージ

メントと入れて、その現場の状況を把握するということをリスクの特定のプロセス

で言うか、どちらかの処理にしないと、今の形は非常によろしくないと思います。 

○ 委員長 

わかりました。ありがとうございます。粟野委員、お願いします。 

○ 粟野委員 

全般の話で有効性評価のことなのですが、何をしようとしているのかがわかりま

せん。もともと、「OECDの表現を言い換えます」と言って、「結果を追跡調査する」

と言っているのですが、有効性評価とは、KPIをひいて、どういうふうにリスクが軽

減されたのかを測るということなのでしょうか。いろいろな箇所で「有効性評価を

する」と言っているのですが、場所によっては違うことを意味しているような感じ

もあって、有効性評価という表現がよいとは思えません。なぜ、OECDのもともとの

表現の「追跡調査」にはしなかったのかということを確認させていただききたいと

思います。 

○ 上妻委員 

私は、有効性評価の方がよいと思います。追跡調査は、行為であって目的ではあ

りません。追跡調査をする目的は、最初に定めたデュー・ディリジェンスの目的、

当社は遵守するとした目的が達成されたかどうかを現地まで行って、調べてくると

いう考え方です。したがって、それが上手く機能していなければ、デュー・ディリ

ジェンスのプロセスを適用していても、それはデュー・ディリジェンスとしては成

立していないので見直すべきだという考え方です。有効性評価は、さまざまなとこ

ろで出てくる言葉なのですが、それがわかりにくいというのであれば、もう少し説

明を加えるくらいでよいのであって、追跡調査にするともっとわかりにくくなるよ

うな気がします。 

○ 冨田委員 

上妻委員とほぼ同じ意見です。追跡調査と有効性評価は違って、追跡調査をした

結果、本当にリスクの軽減策が有効に機能しているかどうかを見るのが有効性評価

なので、レベルとしては違う話をしているので分けて書いたほうがよいと思いま

す。 

有効性評価の話が出たので言うと、23ページに「ISO14001やエコアクション 21
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等の認証を取得」や「第三者による保証を受ける」などが書いてあるのですが、エ

コアクション 21 が本当に有効性評価まで保証するのかという素朴な疑問がありま

す。「有効性評価に関する第三者による保証」というのがわからなかったため、具体

的にどのようなものをイメージされているのかということを確認したいと思いま

す。 

○ 粟野委員 

今、おっしゃった部分が私の混乱を招いていました。マネジメントシステムで有

効性を評価するということかと思いました。これは、あくまでもシステムとして回

っているかどうかというものなので、実際にリスクが軽減されているかどうかとい

うことを見るものではないのに、ここに書き込まれたので、「これは何の有効性を測

ろうとしているのか」というのをどう理解するべきかがわからなくなってしまいま

した。 

○ 委員長 

立川委員に伺います。ISO14001の有効性評価は、スタートの時はマネジメントシ

ステムの有効性だったのですが、今の有効性評価は、取り組みの有効性評価ではな

いのですか。 

○ 立川委員 

両方です。 

○ 委員長 

エコアクションも 2017年版は、少しそのように変えましたよね。 

○ 立川委員 

パフォーマンスですね。 

○ 委員長 

はい。そういう意味では、ISOもエコアクションもパフォーマンスの有効性評価に

変わってきています。 

○ 立川委員 

システムとしての有効性とパフォーマンスとしての有効性、エコアクションは、

もう少し活動の有効性を謳っていると思うのですが、両方を必ず見るということが

ISO14001の位置づけだと思います。 

○ 冨田委員 

今のところで言うと、粟野委員が混乱されたのは、マネジメントシステムで十分

ではないと言いながら、マネジメントシステムの有効性を評価すればよいと読めて

しまうところが、自己矛盾を秘めているのではないかと思います。 

○ 委員長 

従来のマネジメントシステムではなくて、ISO14001をツールとして使って、デュ

ー・ディリジェンスのプロセスが入り込んでいるものの有効性評価であればよいと

いうような形にしないと、今までの通りで良いというような、先程の柳田委員の御

指摘とも重なりますが、そこは違うということは示したいと思います。 
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○ 後藤（文）委員 

手引書なので、手続きまで載ることが期待されると思うのですが、こだわらない

ということであれば、それはそれでよいと思います。 

もうひとつ、先ほども言いましたが、デュー・ディリジェンスは、マネジメント

のなかのひとつのプロセスなので、そこに特化したような書き方に変えていかない

と、デュー・ディリジェンスをすると全てをコントロールができるように見えてし

まいます。そこは、「デュー・ディリジェンスとは」というところで、プロセスのひ

とつだと書いた上で、有効性評価はさらにそのプロセスのひとつということでまと

めていただければ、あのような混乱はかなり防げると思います。 

○ 委員長 

プロセスのことは上妻委員がおっしゃったように、まだ確立しているわけではな

く、陳腐化するので書きませんが、具体的な例は参考事例として、ただし、それが

良いかどうかは、全部自分で判断してくださいということになってしまいますが、

それは、6章、7 章でほとんど書かれていないので、そこでどのようにするのかを検

討する必要があります。6章、7章に入れるべきものについて、皆さまから情報提

供、御意見をいただきたいと思っています。木材関係のことは少し入れようと思っ

ています。また、製紙業界のデュー・ディリジェンスのプログラムや、グローバ

ル・コンパクトで作った CSR調達のチェックシートのようなものもあります。それ

らはあくまでもデュー・ディリジェンスの一部になり得るという前提での参考資料

として入れようと思っています。あくまで参考資料ですので、経緯から見て完璧な

ものがあるわけではないということをどこかに書かなければいけないと思うのです

が。 

○ 上妻委員 

今のおっしゃっている流れだと、例えば、JEITAの紛争鉱物のチェックシートも入

るということですか。ただ、先ほど言っていたことですが、環境と人権とが両方混

ざっているものは良いが、そうではないケースでは混乱するので、なるべく環境だ

けにするということになると、なかなか入れるものがないと思います。 

○ 委員長 

人権に特化したものはできるだけ載せないようにしますが、環境と何かが混ざっ

ているものは載せておいた方がよいかと思っています。サプライヤーに対する JEITA

のチェックシートは含有物質ですから、どちらかと言えば環境でしたよね。 

○ 冨田委員 

JEITAはいくつかあると思います。もともとサプライチェーンに関する CSR推進ガ

イドブックというようなものがあって、まもなく改訂されるのですが、それは、ど

ちらかというとより包括的で人権も環境も全部入っているものです。そういったも

のを取り上げるという方法もあると思いますが、それを始めるとグローバル・コン

パクトも含めて膨大な数があるので大変なことになってしまいます。なぜこれを選

んで、それを選ばなかったという議論に発展しそうな気がします。逆に言えば、
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OECDのデュー・ディリジェンスのガイダンスと明確な整合性を謳っているといった

ところに絞るのであれば、まだよいと思います。従来からこの世界は長い歴史があ

って、本当にツール類が数多くありますので、どこまで挙げるのかが気になりま

す。 

○ 委員長 

そこの基準が明確ではないので、御意見を伺いたいところです。 

○ 冨田委員 

ここに引用されている RBAのガイダンス文書。これは、OECDのデュー・ディリジ

ェンスのプロセスとともに、どういうツールを参照してほしいと書いてあるので、

これは、有用なリファレンスになると思います。いわゆる SAQ的なものは、ここで

挙げてもどこに対応するかもよくわからない状態になるので、逆にミスリーディン

グで、「それをやればよい」と思われるのもよくないと個人的には思います。 

○ 委員長 

わかりました。載せる基準が今のところ全然議論されていませんので、今日、お

聞きしたかった部分です。 

○ 粟野委員 

人権と環境の部分との関わりで、もう一度、有効性評価に戻ります。有効性評価

の 22ページの「b.運用における留意点」が書いてあるのですが、環境で言うのは難

しいだろうと感じています。今の手引書（案）にあるのは、人権であれば言えると

いうような有効性評価の内容だということが、私の正直な感想です。22ページ 487

行目あたりの「生態系の損傷リスクに対しては、社会的に根本的な解決を求められ

ることが多く」とありますが、個々の企業に根本的な解決を求められないですよ

ね。あるいは、すぐ下の部分に、「自己評価ではなくて、いろいろな人からの評価を

取ってください」といったことありますが、環境リスクに関しては、個社の評価は

無理ですよ。できるものもあるかもしれませんが、生態系の損傷リスクとなるとま

ず無理です。環境デュー・ディリジェンスで書いていると言うわりには、人権デュ

ー・ディリジェンスの世界から抜け切れていないというのがあります。それが有効

性評価を環境デュー・ディリジェンスで書くのかという根本的な肚落ちが、なかな

か難しい部分に辿り着きます。上妻委員がおっしゃったこともよくわかるのです

が、環境デュー・ディリジェンスの有効性評価は、どこまで求める必要があります

か。 

○ 委員長 

おそらく、環境デュー・ディリジェンスの有効性評価は、改善されていれば有効

だという評価にしかならないと思います。 

○ 粟野委員 

それは、何をもって改善したと言うのですか。 

○ 上妻委員 

データですよね。 
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○ 委員長 

少なくとも何かの施策を講じると、PDCAを回すわけですね。そのなかで、何かし

らの改善があれば有効に機能しているという言い方しかできないと思います。 

○ 粟野委員 

それにしては、根本的な解決と言うと、非常に難しいと思います。 

○ 委員長 

その通りですね。項目によりますよね。 

○ 上妻委員 

例えば、水ストレスの問題でインドに工場を作って、水源が枯れてしまって、他

に大きな影響が出るというものは、基本的に根本的な解決が求められるものですよ

ね。全部というわけではないですが、局地的にそのようなものもあって、「それは企

業の責任として、デュー・ディリジェンスの対象としなければいけない」という考

え方が啓発的につながればよいのだと思います。「こうやってやりなさい」という話

だとできないことですが、「姿勢としてそういうことだ」というふうに、少しトーン

を下げて、書き加えれば良いのではないでしょうか。 

○ 委員長 

水の問題は、カナダあたりだとほとんど問題にはなりません。しかし、インドで

あれば、根本的な解決をしなければいけないかもしれません。場所と水系と、いろ

いろところで違います。書き方の問題として、求められる場合もあるが、それで解

決できない場合もあることを、どのように書くのかが難しいところです。 

○ 粟野委員 

上妻委員のおっしゃることはとても重要で、それは有効性評価だけで書く話では

ないと思います。それこそ、前段で、「そういうところまで求めることが多いから、

デュー・ディリジェンスで幅広くやることになった」と書くことが必要です。有効

性評価に矮小化して語っては駄目だという意味です。有効性評価はそんなに簡単に

できないという見識をもったうえで、どこまで求めるのか。１社で頑張ってインド

の水の状態が改善すると思いますか。あるいは、アマゾンの森林の減少が止まると

思いますか。インドネシアの森林火災がなくなると思いますか。無理です。したが

って、「有効性評価は何を求めるのか」というのをしっかりと設定してあげないと、

何をやればよいのかがわからないということに終わります。 

○ 委員長 

個社の取組みとしては、有効性評価はその状況に応じて個社で決定する以外にな

いわけで、そのなかで有効性評価を果たすことになると思います。現実に今の ISO

もそのような形でやっているので、それが十分か不十分かは置いておいて、先ほど

の話で何らかの評価をしなければいけないと思います。 

○ 粟野委員 

そうであれば、ここは、プロキシを立てるしかないですよ。その生態系では測る

ことができませんから、環境そのものの改善度合いでは、測れません。プロキシは
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どういうことかと言うと、例えば、「NGOからの攻撃件数の減少や、機関投資家から

のクレーム件数の減少など、別のプロキシを立てることが必要です」というくらい

に書いたほうがよいと思います。 

○ 委員長 

書くかどうかは置いておいて、個別課題の時に、プロキシを立てられる課題とそ

うではない課題があると思います。そのような書き方ができるならよいのですが、

プロキシを立てるほど、日本企業はやられていないと思います。 

○ 冨田委員 

有効性評価もさることながら、軽減策のところがもっとはっきりした方がわかり

やすいと思います。いろいろなリスクや負の影響があって、解決できそうなものに

も千差万別あって、絶対に解決しなければならないインドの水の例もあれば、徐々

に改善していれば良いように思われる、例えば、CO2排出量の話もあれば、エコシス

テムのように１社ではとても無理なものもあります。試算が全て違うはずで、非常

にマクロな話になってくると個社というよりは、業界で動くとか、国を動かすと

か、そういう対応策になってくる話で、さまざまなレベル感があります。それぞれ

の施策が有効であるかどうかは、また別の視点になると思います。したがって、有

効性から議論をするよりは、軽減策のようなところを紐解いてあげないと、話が見

えないのではないかと思います。 

○ 委員長 

おっしゃる通りで、個別の項目のところで、「この問題は」と書けるのか書けない

のかということになります。 

○ 柳田委員 

例えば CO2の問題にしても、省エネ、省資源の取り組みで進めていて、そこで効果

が出ていたと思っていたのですが、SBTをやらなければならないことになりました。

これはやはり SBTになった方が良いわけですよね。変わっていかなければならな

い、頭を切り替えていかなければならないということ、つまり有効性というものの

見方が変わってきているというのがしっかりと理解できるものでなければなりませ

ん。そうでないと結局、同じことをやって、「今までのままでよい」ということにな

る可能性があるので、ここはかなり重要なところだと思います。 

○ 委員長 

冒頭の目的・背景のあたりで、そこのところが明確に打ち出されていないという

話ですね。注意基準というものが変化してきていて、従来の延長線上ではほとんど

のものが、極論を言えば、駄目になるという状況だと思います。 

○ 立川委員 

22ページ 492行目ですが、「負の影響・リスク」という書き方が気になっていま

す。途中から「負の影響・リスク」という書き方で整合性が取れていればいいので

すが、前段の方の４ページ 96行目あたりは「リスク」となっています。どのような

捉え方で使い分けているというのが具体的にあるのでしょうか。細かいことです
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が、重要なことだと思いますので、どのように整理しているのかを教えてもらいた

いと思っています。 

○ 委員長 

これは、４ページ 96行目は、「悪影響・リスク」となっていますよね。OECDガイ

ダンスが「悪影響」になっています。何が、「負の影響」に当たるのでしょうか。 

○ 上妻委員 

OECDガイダンスは両方使っています。 

○ 委員長 

わかりにくいので、「負の影響・リスク」に統一しようというのが直っていないと

いうことですね。 

○ 立川委員 

そういうことですね。わかりました。 

○ 事務局 

４ページは考え方を紹介するので仕方ないのですが、これ以降は、全て「負の影

響」に洗い替えたということです。 

○ 上妻委員 

リファレンスの付け方も統一がされていない状態になっています。初出と既出の

書き方もありますので、最後に整理する時に合わせてもらえればと思います。 

○ 委員長 

そうですね。初出のところで、以降、「『負の影響』にします」と書いたほうがよ

いですね。 

○ 後藤（文）委員 

今のところで確認なのですが、４ページ 100行目から 103行目のところは、もう

合意されたということで進んでいるのですよね。デュー・ディリジェンスの定義の

ところです。 

○ 上妻委員 

これは、OECDガイダンスで言っているものです。 

○ 後藤（文）委員 

この手引書でいうデュー・ディリジェンスの定義とは何でしょうか。どこに明記

しているのでしょうか。 

○ 上妻委員 

OECDガイダンスのものを使っているのではないでしょうか。 

○ 後藤（文）委員 

そういうことは、この手引書でのデュー・ディリジェンスの定義もこれだという

ことですよね。 

○ 委員長 

そういうことになります。 
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○ 後藤（文）委員 

そうですよね。わかりました。 

○ 委員長 

次は立川委員、お願いします。 

○ 立川委員 

情報開示のことについてです。23ページ 516行目の情報開示の話というのは、こ

れは、同じページの「（５）情報開示」に入れたほうがよいと思います。後ろにつな

がるとすると、第６章「重要な環境課題への DDプロセス適用」と、今回の手引書の

背景で報告ガイドラインのことが言及されていると思いますので、そのあたりの要

素を情報開示のところに入れた方がよいと思います。 

 

○ 委員長 

第６章の課題別のところに、「この課題は、環境報告ガイドラインから取ってきて

います」というようなことを書くことにしたいと思います。では、次はオブザーバ

ーの日本経済団体連合会よりお願いします。 

○ オブザーバー（日本経済団体連合会） 

「環境デュー・ディリジェンスとは何か」という定義、目的についての文章がこ

の手引書（案）にはなく、４ページ 98行目以降にある OECDのガイダンスに関連し

てデュー・ディリジェンスが紹介されていて、その後は９ページにタイトルとして

「（３）環境マネジメントシステムへの DDプロセスの適用」という言葉があるの

で、「環境デュー・ディリジェンスとは、OECDで定義されているデュー・ディリジェ

ンス・プロセスを環境マネジメントシステムに適用するということ」だと類推して

読まざるを得ないと思います。仮にそうであるなら、使われている言葉の定義を、

全体を通して統一していただく必要があると思います。例えば、先ほども議論にな

った、「負の影響とリスク」に関して、20ページ 427行目の段落に記載されている内

容には納得がいくのですが、他方で、22ページ 486行目には、発生原因となった事

業活動の停止・防止が目標であると全く違うことが書かれています。有害物質を排

出する場合、２ページ 38行目に「事業活動が環境資源を利用する限り、環境負荷を

完全になくすことは現実的でない」と書いてあるなかで、有害物質を発生すること

そのものをなくすということが「事業活動の停止・防止」を意味するならば、実際

に負の影響が出ないように処置をすることは「負の影響・リスクを回避する」こと

になると思います。どちらが求められているのかをしっかりと確認したほうがよい

と思います。仮に事業活動を停止する・防止することが目標だとすると、企業にと

ってはかなり厳しいことになります。 

さらに、例えば目標や有効性評価も、定義や目的に立ち返って考えていただく必

要があると思います。例えば、21ページ 467行目から「目標には短期的に達成可能

なものと中・長期であれば達成可能なものがあります。後者については、時間をか

けても負の影響・リスクの完全除去が可能であるならば」とありますが、そもそも
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完全除去ができるかどうかがロードマップによる管理をすべきかどうかの判断基準

になるものではないと思います。目標をどのように考えるのか、それを達成するた

めのロードマップをどのように位置づけるのかということを踏まえ、定義に立ち返

っていただくとよいと思います。 

有効性評価にも同じようなところがあります。22ページ 484行目の「b.運用にお

ける留意点」に関しても、何に留意しなければならないのかが混在している印象を

受けます。例えば、22ページ 491行目に「有効性評価の基本は自己評価ではなく追

跡調査」と書いてありますが、そもそも、自己評価と追跡調査とは相対する概念で

はないと思います。自己評価に関して言うと、23ページ 502行目から「排出量や放

出量が一定量削減されたとしても、それが負の影響・リスクの低減に有効だったか

否かは主観的な判断にならざるを得ず」とあります。それを受ける形で、ISO14001

などが有効であると書いてあるのですが、「自己評価にならざるを得ず」という点が

それで担保されるのでしょうか。自己評価がもたらす限界を担保するためには、普

通に考えると第三者評価になると思うのですが、それとの関連づけができていない

など、有効性評価のところだけを見てもかなり整理が必要ではないかと思います。 

○ 委員長 

環境の場合、事業をやめるとなると、例えば違法伐採木材の事例があります。森

林の違法伐採をしている事業者とは付き合わないとか、やめてもらうとかいったこ

とになります。ほとんどの場合は、どのように軽減するのかという問題が多いと思

います。定義は定義として、具体的な案件としてどのようにやるのかというところ

だと思っています。 

○ 冨田委員 

今、御指摘のあった４ページのデュー・ディリジェンスの定義のところで、OECD

のガイダンスの定義に則っていくということであれば、「実際のおよび潜在的な負の

影響」がキーワードになってくると思います。これを「環境に対する」実際のおよ

び潜在的な負の影響に対処するのが環境デュー・ディリジェンスであると定義する

のがわかりやすいと思います。先ほどの「負の影響・リスク」というのは、この

「実際の及び潜在的な負の影響」のことを言っているので、言葉は統一したほうが

よいと思います。人権の場合は、これをまとめて「人権リスク」と呼んでいると思

いますので、「環境リスク」という言葉を使うかどうかは微妙なところだと思います

が、繰り返し出てくる言葉なので、ひとつの概念として「実際の及び潜在的な負の

影響」という言葉を使うのかどうか、一貫したアプローチが必要だと思います。 

○ 委員長 

環境に関するデュー・ディリジェンスの定義を９ページあたりに入れるとしま

す。そのときに、今の話で「実際の及び潜在的な負の影響」というのをカットし

て、「以降、負の影響・リスクという」と入れればよいということですね。 

○ 冨田委員 

リスクという言葉がいろいろな形に出てくるので、なるべくリスクという言葉は
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使わないほうがよいと思います。後ろの法律の説明でもリスクという言葉が出てき

ますが、それぞれの考え方で「リスク」と使われています。いろいろと意味合いが

出てくるので、扱いが非常に難しいと思っています。 

14ページ 282行目から、「取締役会メンバーが、１）持続可能な社会のあり方、

２）持続可能な社会への移行過程で起きる社会システムの大変革が企業経営に及ぼ

す影響、３）企業経営を取り巻く環境変化への適応が長期的に企業の維持・存続・

発展につながること、を十分に理解していなければなりません」とあるのですが、

これでは一般的なことしか書かれていなくて、本来はデュー・ディリジェンスの必

要性を理解しなければ話にならないのではないかと思います。この１）から４）を

理解したところでデュー・ディリジェンスをやろうということには決してならない

ように思います。もう少しデュー・ディリジェンスに紐づける必要があると思いま

す。負の影響のような話が全然、出てきていないので、そこは書いていかなければ

ならないと思います。 

21ページ 454行目から目標設定に関する記述が出てきます。「誰が見てもその目標

なら許容できると思われるような水準」とあるのですが、非常にハードルが高いと

思います。これでなくては駄目だという表現は避けて、「設定する努力」くらいにし

ておかないと、企業にとってはハードルが高すぎると思います。 

22ページ 497行目以降の記述は、意味が不明です。「社内チームが行うので、その

効果には限界があります」とありますが、第三者がやれば限界はないとも読めてし

まいます。次の文の「相手方がサプライヤーである限り、得られた情報の信頼性に

は問題が残る」という点に関しても、自社内であっても信頼性に問題がある場合も

十分にあり得ますから、内容としてはおかしいと思います。 

23ページ 513行目から通報制度や苦情処理システムの記述が出てきます。これは

これでよいのかもしれませんが、苦情処理に関しては、国連のビジネスと人権に関

する指導原則のなかでも３本目の救済のメカニズムの話であって、デュー・ディリ

ジェンスの外の話だと思います。そのあたりのことを書いておかないと、知ってい

る人はよいのですが、そうでない人にとっては突然出てきた話で、意味がわからな

いと思います。事前にどこかできちんと説明しておく必要があるのではないかと思

います。 

33ページに関連して、チョークポイントに対する理解が間違っているのではない

かと思います。図では Tier２のところにチョークポイントとなっているのですが、

これではチョークポイントには見えません。チョークポイントとは地理的にはホル

ムズ海峡みたいなところで、普通は絞られている部分みたいなことを指します。こ

の図では単に合流地点に過ぎないので、隣の Tier１と何が違うのかといったことが

全くわからないと思います。もう少し違った図にする必要があると思います。 

36ページ 776行目に「チョークポイントとなるようなサプライヤー」の説明とし

て、「たとえば、高リスクな業種や高リスク国で操業し」とありますが、これは高リ

スクなサプライヤーであって、チョークポイントとは違います。 
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○ 上妻委員 

この記述に関しては、OECDのガイダンスにそのように書いてあります。 

○ 冨田委員 

そうですか。そうであればよいのですが、少なくとも今まで言っていた紛争鉱物

などの概念とは少し違うかなと思います。 

40ページ 862行目のところに、「OECDガイダンスでは、事業活動と負の影響・リ

スクとの因果関係を、直接的影響、助長、間接的影響の 3タイプに分類」とありま

すが、最後の間接的影響は「関係している」ということなのかなと思うのですが。 

○ 上妻委員 

それも確か、定義があったと思います。 

○ 冨田委員 

これは指導原則もそうですが、３分類の３つめは直接的に関係しているというも

のなので、「間接的影響」という表現ではないのではないかと思います。 

○ 委員長 

そこはチェックします。 

○ 冨田委員 

だとすると、３タイプのいずれにも該当しないということはないのではないかと

思います。例で挙がっている「自然災害で被災した事業所からの漏洩物等で周辺地

域に環境汚染を生じるような事故」というのは明らかに関係していますし、場合に

よっては直接的影響の可能性すらあると思います。逆に３分類があるにもかかわら

ず、３分類にないことを言い始めると、デュー・ディリジェンスの対象が何だかわ

からなくなるので、それもやめたほうがよいと思います。 

42ページ 919行目の最後の気候変動の Adaptationの「気候変動から受ける影響の

特定」という適応(Adaptation)の取組も DDの一環で行うことは妨げません、という

記述に関して、デュー・ディリジェンスをどのように定義するのかにもよります

が、先ほど合意した定義からするとこれは入らないのではないかと思います。別の

タイプのデュー・ディリジェンスには入ると思いますが、先ほどの定義とは矛盾す

ると思います。これは環境に与える負の影響の話ではなくて、企業に対する財務的

なリスクの話をしているのであって、向きが違うため、ここは別扱いになると思い

ます。 

○ 委員長 

ここは私が書いた文章から内容が少し削除されてしまったのですが、工場が冠水

してそこから油が流出して環境に被害を与える場合もある。そのため、ここに含め

ることも妨げませんという意味です。 

○ 冨田委員 

そうでればよいのですが。 

○ 委員長 

違うものだとは認識しながらあえて書いていたのですが、その部分が削除されて
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しまっていました。 

 

 閉会 

○ 委員長 

この手引書（案）が皆さまのお手元に届いてから本日の検討会まで時間が短かった

ということもありますので、１週間くらいをメドに御意見や御指摘を事務局にいた

だければ、事務局と徹底的に詰めていきたいと思います。 

○ 粟野委員 

私は、このチョークポイントを出すのが本当によいのかというのが、非常に大きな

疑問です。33ページ715行目に、要するに商社のことが書いてあります。日本の状況

を考えれば、「では商社に」となって、今までのパターンに終わることになるのでは

ないかと思っています。本当にチョークポイントの考え方を日本に持ち込むべきか

どうかというのは相当、慎重に検討したほうがよいと思います。 

○ 委員長 

そろそろ時間がきておりますので、本日の議論はこれくらいにして、事務局に戻し

ます。 

○ 事務局 

先ほど委員長からお話がありましたように、追加の御意見につきましては、恐縮で

はございますが、１週間をメドに頂戴できればと思います。引き続きよろしくお願い

いたします。 

○ 環境省 

本日はありがとうございました。検討会の冒頭の「目的」でいろいろと御意見をい

ただきました。結局は読者の皆さまにどのように肚落ちしていただくかということ

を議論していくなかで、教科書的な難しい内容になってしまうとついていけないの

ではないかという意見がありました。そのため、今回の手引書（案）ではかなり簡潔

な内容としました。それでは目的は背景がわからず、かえって肚落ちしないのではな

いかという御指摘を本日の検討会でいただきました。御指摘をふまえて、また検討さ

せていただきます。内容につきましては、メール等でやりとりさせていただければと

思います。 

○ 委員長 

本日はありがとうございました。 
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